


⾧ ⾧

➢

基本構想(実施すべき事業を位置づけるもの)マスタープラン(基本的な考えを示すもの) 特定事業計画(実施内容を示すもの)

➢

2



3



➢

➢

➢

4



２➢

5



３➢
≪バリアフリーを取り巻く本市の現状≫ ≪バリアフリーの推進に関する基本方針≫
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出典：改定内容周知のチラシ（国土交通省HP）
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今後、特にバリアフリーを重点的に進める
べきと感じる項目を３つまでお選びください。

回答数（順位） ＝ 期待度

≪ 実感度と期待度の散布図 ≫

どの程度バリアフリー化が進んだと感じますか

回答数（平均点） ＝ 実感度

※回答内容に応じて点数化
・十分進んだ（２点）
・やや進んだ（ 1点）
・あまり進んでいない（ -1点）
・全く進んでいない（-2点）
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≪ 心のバリアフリー ≫

「心のバリアフリー」という言葉とその意味を知っていますか。

周囲で困っている人に対して、自ら声をかけたり、手助けした経験はありますか。

他者とのコミュニケーションを
とって行動しようとする人の割
合は、原則100％を目標として
いるが、今回の調査で96.7％と
高水準であることがわかりまし
た。

「心のバリアフリー」における
用語の認知度は、国土交通省が
掲げる「バリアフリー法に基づ
く基本方針」で設定されている
2025年度末数値目標（50％）を
上回る69.8％となり、マスター
プランの策定等による周知効果
が一定見られる結果となった
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≪ バリアフリー情報サイト ≫
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資料➢

新たに優先すべき課題がなく、市民意向による優先度も変化なし
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5,000 (

種類
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残り30％

次期特定事業追加分
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縦断勾配
8％以下

≪道路のバリアフリー化に関する最低限の考え方≫

・歩道の勾配緩和（縦断勾配：8％以下 横断勾配：2％以下）

・歩道の有効幅員の確保（原則：2.0ｍ 経過措置：1.5ｍ以上）

横断勾配
2％以下
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４５.実施すべき特定事業➢
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